
 急性期病院を中心に経営支援サービスを行う株式会社グローバルヘルスコンサルティン

グ・ジャパン（GHC※＝本社・東京都新宿区、渡辺幸子代表取締役社長）は、自治体が策定す

る地域の医療提供体制（都道府県が策定する「地域医療構想」や市区町村が策定する「地域

医療計画」など）の策定とその実行支援に本格参入します。高齢社会がピークに達する2025

年に向けて、地域の医療提供体制の最適化が求められていることが背景にあります。 

 

 GHCは既に病院の病床機能の最適化支援、自治体向けのコンサルティングを数多く手がけて

きた実績があります。医療機関・行政に対する豊富なコンサルティング経験と、医療現場を

知るコンサルタントが有するビッグデータの分析技術などを生かすことで、計画から実現ま

でトータルで各地域にとって最適な医療提供体制を構築するサポートをし、日本の「医療の

質」の向上、「医療資源の適正な配置」に資する活動をさらに強化していきます。 

地域の最適な医療提供体制の構築を全面支援 

病院経営支援の経験とビッグデータの分析技術活かす 
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◆プログラムの背景と目的 

◆プログラム概要 

【プログラムの背景】 

 2025年に向けて、医療機能の現状と今後の方向に係る

データを収集するため、2014年10月1日より、「病床機

能報告制度」が開始されました。厚生労働省は「地域医

療構想策定ガイドライン」（以下GL）を提示し、行政な

どの負荷が最少になるよう配慮する措置を取るとしてい

ます。しかし、適切な地域医療資源の将来像を描くため

には、単にGLに従うだけではなく、定量的なデータに基

づき、医療従事者、住民、行政の三者が納得できる落と

しどころを模索していく必要があります。 

 

【プログラムの目的】 

 医師・看護師などの医療従事者や、行政職員経験者・

地方自治体向けコンサルティング経験者など「現場」を知るコンサルタントが、医療政策・

医療制度に係る豊富な知見とビックデータ分析による定量的な根拠に基づき、各地域の特性

に応じた地域医療のあるべき将来像を提案いたします。 

 また、策定した計画が「絵に描いた餅」とならないよう、アクションプランへの落とし込

み、計画の実行支援まで見据えた継続的な支援を提供いたします。 

【サービス名称】 

「地域医療構想」「地域医療計画」等策定・実行支援プログラム 

 

【サービス提供の対象】 

・都道府県、市区町村の医務課等医療政策担当部門 

・地域医師会、地域医療連携・地域機能分化に係る協議会など 
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お問い合わせ：株式会社グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン  

担当：コンサルティング事業部（井口、鈴木）、広報室（鳥海、島田） 

TEL：03-6380-2401（代表） FAX：03-6380-2402 mail：info@ghc-j.com 

〒160-0022 東京都新宿区新宿6‐27‐30 新宿イーストサイドスクエア5F  

（※）株式会社グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン 

 医師、看護師をはじめとする医療専門職、ヘルスケア企業出身者、IT専門家で構成された

経営コンサルティングファームです。高齢化が急速に進む日本において、最適な医療提供体

制を構築・維持していくために欠かせない概念「質の高い医療を最適なコストで」という理

念を軸に、GHCは米国流の実践的な手法である「ベンチマーク分析」を、日本に初めて持ち込

み、広めたパイオニアでもあります。2014年3月に創立10周年を迎えました。 

 

 DPC関連支援、コストマネジメント、手術室カイゼン、地域連携・集患対策、病床戦略策定

支援などのコンサルティングのほか、次世代型経営支援サービス「病院ダッシュボード」、

DPC制度検索フリーソフト「ぽんすけ2014」、DPC分析ソフト「EVE」（メディカル・データ・

ビジョン社と共同開発）などの病院経営支援ツールの開発と提供を行っています。 

 

 米スタンフォード大学との共同研究や、がん拠点病院を対象としたベンチマークを行う

「Cancer Quality Initiative（CQI）研究会」の支援等も行っています。また、病院経営者

向けのニュースサイト「メディ・ウォッチ」などのメディア事業も展開しております。 

 

詳細はホームページをご覧ください。 http://www.ghc-j.com/ 

【サービス導入の流れ】 

＜第一段階＞ 

（1）外部環境分析（国、他自治体取組状況等）、内部環境分析（地  

  域特性分析、貴自治体の既存計画の進捗状況等分析）を通じ 

  て、現状を把握 

（2）地域医療のコアメンバー（医師会、基幹病院、各種協議会・委 

  員会、職能団体等）に対するヒアリング等を通じた地域ニーズの  

  把握 

＜第二段階＞ 

（3）第1段階の現状分析結果を基に、地域内に必要となる適正病床 

  数等を分析 

（4）分析結果について、地域医療のコアメンバーへ提示し、協議を 

  実施 

＜第三段階＞ 

（5）協議結果に基づき、地域医療構想、地域医療計画の素案を 

  作成 

（6）素案について、コアメンバーに提示、最終的な方向性について認識を統一 

（7）必要に応じてパブリックコメントを実施し、住民の意見を反映 

（8）議会等へ最終案を提示し、承認を受けた後公表 


